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子育てスケジュール

妊娠前

妊娠中 出生 乳児期 幼児期 幼児期 小学校 中学校 高校等 成人

胎児 ０歳 １か月～12か月 １歳 １歳６か月 ２歳 ３歳 ６歳 ７～
12歳

13～
15歳

16～
19歳 20歳

届
け
出
・
申
請
な
ど

不妊治療
助成事業

妊娠届…P１
・母子健康手帳の
交付

・新生児聴覚検査
受診票の交付

・妊婦一般健康診
査受診票の交付

出生の届出（14日以内）
…P４

住民登録…P４
※低出生体重児の場合、別に
低体重児出生届が必要です。
・出産祝金
・児童手当
（毎年現況届が必要）
・子どもはぐくみ医療費の助
成（高等学校修了前まで）
・出産一時金
（各健康保険窓口で申請）
・乳児一般健康診査受診票な
どの交付
・育児用品配布事業

保育園入所申請…P14
※在園児も毎年、申請が必要。
子育て短期支援事業…P16

健　
　
　
　
　
　
康

助産師による妊婦
訪問（希望者）

…P３

・産後ケア事業
　（助産師による家庭訪問）
・こんにちは赤ちゃん事業
　（保健師による家庭訪問）

…P８

乳児健診
（毎月１回）

・身体測定
・小児科医の診察
・保健指導
・栄養相談
離乳食講習会

（年間３回）
股関節脱臼検診

（年間３回）

１歳児健診
（毎月１回）

・身体測定
・小児科医の診察
・保健指導
・栄養相談

１歳６か月児健診
（年間３回）

・身体測定
・問診
・検尿
・小児科医の診察
・歯科検診
・歯科指導
（フッ素塗布）

・栄養相談
・言語聴覚検査
・保健指導

２歳児健診
（毎月１回）

・身体測定
・小児科医の診察
・保健指導
・栄養相談

３歳児健診
（年間３回）

・身体測定
・問診
・検尿
・屈折検査
・小児科医の診察
・歯科検診
・歯科指導
（フッ素塗布）

・栄養相談
・言語聴覚検査
・保健指導

就学時健診
　　学校健診（内科・耳鼻科・歯科）
　　　　　　　　学校健診（内科・歯科等）
　　生活習慣病予防（血液検査）
　　小６、中２年生の希望者に血液検査実施

（問い合わせ先　勝浦町教育委員会
　TEL：42-2515）

・各種定期予防接種　※委託医療機関で接種
（問い合わせ先　勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）　TEL：42-1502）…P９

・こどもすこやか相談（毎月１回：予約制）
・ことばの相談（年間４回：予約制）

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス

・勝浦町子育て支援センター（子育てサロンこあら組）
（問い合わせ先　勝浦みかん保育園　TEL：42-2246）…P14

・子育てサークル「はぐくみクラブ」
（問い合わせ先　勝浦町子育て交流支援センター（こどものひろば）TEL：44-2026）…P15

・徳島ファミリー・サポートセンター　　（問い合わせ先　勝浦町福祉課　TEL：42-1502）…P15

・児童虐待相談窓口　　　　　　　　（問い合わせ先　勝浦町福祉課　TEL：42-1502）
・ブックスタート　　　　　　　　　（問い合わせ先　勝浦町教育委員会　TEL：42-2515）
・病児保育事業　　　　　　　　　　（問い合わせ先　実施施設）…P16
・制服のリユース　　　　　　　　　（問い合わせ先　勝浦町社会福祉協議会　TEL：42-4652）…P17
・学童クラブ　　　　　　　　　　　（問い合わせ先　たけのこクラブ　　TEL：42-1502
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゃいるどクラブ　TEL：42-1502）…P17
・心身障がい児の福祉サービス　　　（問い合わせ先　勝浦町福祉課　TEL：42-1502）…P18
・ひとり親家庭の支援　　　　　　　（問い合わせ先　勝浦町福祉課　TEL：42-1502）…P23
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妊娠がわかったら

　妊娠と診断されたら、妊娠届を出しましょう。出産予定日と妊娠週数を確
認のうえ、勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）にお越しください。
母子健康手帳を交付します。
　また、保健師・管理栄養士による相談も行っています。

妊娠届の提出／母子健康手帳の交付
	 問い合わせ：勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）
	 TEL：42-1502	　IP 電話：050-3438-7148

個人番号カードもしくは通知カード、本人確認書類
（運転免許証等）

必要なもの

勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）届け先

妊婦一般健康診査受診票の交付
	 問い合わせ：勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）
	 TEL：42-1502	　IP 電話：050-3438-7148

　母子健康手帳と同時にお渡しする、妊婦健診の受診票です。（全 14枚）
　多胎妊娠の方は、妊娠 18週、妊娠 22週頃に受診する超
音波検査受診票を追加で２枚お渡しします。
※次のような場合は勝浦町子育て世代包括支援センター
（福祉課）までお問い合わせください。
♥勝浦町に住民登録がある方で、里帰りなどで県外にて
妊婦健診を受診される場合
♥住所の異動がある方

子育てスケジュール
妊娠がわかったら…………………………… P.  1
赤ちゃんが生まれたら……………………… P.  4
赤ちゃんの健康について…………………… P.  8
医療機関一覧………………………………… P.11
子育て支援事業……………………………… P.14
障がいのある子どもの支援………………… P.19
ひとり親家庭の支援………………………… P.24
子どもに関する手当・助成のまとめ……… P.27
勝浦町立小・中学校について……………… P.29
小・中学校の就学援助について…………… P.31
勝浦町立小・中学校一覧…………………… P.33
その他の助成制度・子育て相談…………… P.34
勝浦町子育て支援施設マップ……………… P.35

も　く　じ

最新版を勝浦町ホームページでご覧いただけます。
http://www.town.katsuura.lg.jp

　生まれてくる赤ちゃんの 1,000 人に１～２人に聴覚障がいがあるといわ
れています。早期に聴覚障がいを発見し、必要な療育を受ける等の対応によっ
て、ことばによるコミュニケーション障がいが軽減されると言われています。
県内委託医療機関において、無料で聴覚検査（初回検査）が受けられます。

新生児聴覚検査受診票の交付
	 問い合わせ：勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）
	 TEL：42-1502	　IP 電話：050-3438-7148
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ママへのお願い
♥たばこ・お酒の害から赤ちゃんを守りましょう
　妊娠中の喫煙は、切迫早産、前期破水、常位胎盤早期剥離を起こり
やすくし、胎児の発育に悪影響を与えます。妊婦や赤ちゃんのそばで
の喫煙は乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）と関係することが知られて
います。妊婦自体の禁煙はもちろんのこと、お父さんなど周囲の人も、
妊婦や赤ちゃんのそばで喫煙してはいけません。
　出産後に喫煙を再開してしまうお母さんもいます。出産後もお母さ
ん自身やお子さんのために、たばこは控えましょう。
　また、アルコールも胎児の発育（特に脳）に悪影響を与えます。妊
娠中は、全期間を通じて飲酒をやめましょう。出産後も授乳中は飲酒
を控えましょう。

助産師による妊婦訪問
	 問い合わせ：勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）
	 TEL：42-1502	　IP 電話：050-3438-7148

　妊娠中の不安や悩みを助産師に相談してみませんか？
　お宅に伺い、解決方法を一緒に考えます。お電話お待ちしています。

　すべての妊婦や子育て世代が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期か
ら子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と経済的
負担の軽減を図る「出産・子育て応援給付金」の支給を一体的に実施します。
♥伴走型相談支援
　妊娠期から子育て期を安心して過ごせるよう、面談やアンケート等を用い
て出産・子育てなどの不安や心配ごとに寄り添い、サポートします。
◦面談のタイミングの例
①妊娠の届出時
②妊娠８か月頃（希望者）→妊娠７か月頃にアンケートと面談の案内を
郵送します
③出生の届出後（こんにちは赤ちゃん事業など）
◦上記のタイミングに関わらず、ご自身の体調のことや赤ちゃんのことな
ど、気になることや相談したいことがあれば、お気軽にご相談ください。

♥出産・子育て応援給付金

伴走型相談支援／出産・子育て応援給付金
	 問い合わせ：勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）
	 TEL：42-1502	　IP 電話：050-3438-7148

給付金名 出産応援給付金（妊娠届出時） 子育て応援給付金（出生届出後）

給付対象者
（要件すべてを
満たす方）

１）妊娠の届出時に保健師等と
面談の実施

２）「妊娠初期アンケート」の
提出

３）申請書類の提出

１）こんにちは赤ちゃん事業等で
保健師等と面談の実施

２）「出産後の方へのアンケート」
の提出

３）申請書類の提出

給付額 妊婦１人につき５万円 出生した児童１人につき５万円
（双子の場合は10万円）

申請者 妊婦 出生した児童と同一世帯の養育者
（父や母）

申請の必要書類

・申請書（福祉課にあります）
・申請者の本人確認書類の写し
・申請者名義の受取口座を確認
できる書類の写し
・妊娠初期アンケート

・申請書（福祉課にあります）
・申請者の本人確認書類の写し
・申請者名義の受取口座を確認で
きる書類の写し

・出産後の方へのアンケート
申請期限 原則、妊娠期間中 原則、生後４か月頃まで

※注意：他の自治体ですでに出産・子育て応援給付金（ギフト）の支給を受
けている方は対象外です。
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健康保険加入の手続き

　保護者が加入している保険にお子さんを加入する手続きをしてください。
♥徳島県勝浦町国民健康保険に加入の場合、税務課で手続きをしてくださ
い。
♥社会保険に加入の場合、お勤め先に確認してください。（会社を通じて
申請）

　申請者（新生児の母）が出産の日に勝浦町に住民登録があり、かつ申請者
及び新生児が出産の日から６か月以上本町に居住する意思がある場合、申請
により 30,000 ～ 100,000 円（口座振込）が支給されます。その他の条件
もありますので窓口で受給対象かどうか確認してください。

出産祝金	 問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 IP 電話：050-3438-7148

受給者名義の銀行等口座がわかるもの、印鑑必要なもの

福祉課届け先

出産育児一時金制度

　社会保険や国民健康保険の被保険者又は被扶養者の方が出産した場合、子
ども１人につき50万円が受け取れる制度です。ただし、「産科医療補償制度」
の対象にならない出産は 48万 8,000 円となります。出産育児一時金の請
求と受け取りを、妊婦に代わって医療機関が行う「直接支払制度」を利用す
るか、加入している医療保険に直接請求するか選択できます。

育児用品配布事業
	 問い合わせ：勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）
	 TEL：42-1502	　IP 電話：050-3438-7148

　生まれたお子さまの保護者に育児用品（オムツ等）を配布します。出生の
届出時にお渡ししています。

母子健康手帳必要なもの

赤ちゃんが生まれたら

　生まれた日を含めて 14日以内に届出してください。

出生の届出と住民登録	 問い合わせ：住民課　TEL：42-1501
	 IP 電話：050-3438-7148

出生証明書、母子健康手帳、印鑑必要なもの

住民課届け先

●各種手続き
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　勝浦町では、子どもが医療機関で受診する際、健康保険証と町が発行する
子どもはぐくみ医療受給者証を提示することで、注）自己負担なく受診する
ことができます。
※注意：７歳以上の子どもの場合は１レセプト600円の自己負担が必要とな

ります。

子どもはぐくみ医療費の助成の申請
	 お問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 IP 電話：050-3438-7148

勝浦町に在住する０歳～ 18歳に達した年度末までのお
子さん
※婚姻している方や、保護者の扶養となっていないお子
さんは対象外となります。

対象者

お子さんの健康保険証、印鑑、お子さんと生計を維持す
る保護者のマイナンバー、及び本人確認書類
※その他、状況により別途書類が必要となる場合があり
ます。詳しくは、福祉課にお問い合わせください。

必要なもの

保険診療による自己負担額を助成します。保険適用外
（健康診査、予防接種、差額室料、液剤の容器代等）は
助成されません。入院時食事療養費（７歳まで）や県外
医療機関での保険診療分については申請により払い戻し
が受けられます。
※払い戻しには領収書、受給者名義の銀行等口座がわか
るものが必要です。

助成の範囲

福祉課申請先

※注意：加入医療保険の変更や転居したとき等、その他変更があった場合
は、変更手続きをお願いします。また、転出時には証を返却し、
転出先で新たに申請をしてください。

　０歳～ 15歳に達した年度末まで（中学校修了まで）の子どもを養育して
いる方に支給されますが、申請（認定請求書の提出）が必要です。申請はお
子さんが生まれた日、または転出予定日（異動日）の翌日から 15日以内です。
※原則、申請した月の翌月分からの支給になりますが、出生日や転出予定日
（異動日）が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から
15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、原則
遅れた月の分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当	 　問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502	
	 　　IP 電話：050-3438-7148

支給月額 ３歳未満 一律 15,000 円
３歳以上

小学校修了前
10,000 円

（※第３子以降は 15,000 円）
中学生 一律 10,000 円

所得制限以上の方 一律 5,000 円

※「第３子以降」とは、高校卒業まで（18歳の誕生日後の最初の３月 31
日まで）の養育している児童のうち、３番目以降をいいます。

原則として、毎年６月、10月、２月にそれぞれ前月分
までの手当が支給されます。尚、支給の開始は申請日の
翌月からです。
（例）７月に申請すると、８～９月分が10月に受け取

れます。

支給時期

請求者（受給者）名義の銀行等口座がわかるもの、請求
者（受給者）及び配偶者のマイナンバー、請求者（受給
者）の本人確認書類
※その他、状況により添付書類の必要な場合があります。
詳しくは、福祉課にお問い合わせください。

必要なもの

福祉課
※注意：公務員の方は勤務先に申請してください。

申請先
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赤ちゃんの健康について

　助産師が赤ちゃんのいる家庭を訪問し、お母さんと赤ちゃんのケアを行い
ます。産後の体調や生活面についての相談、乳房マッサージ、赤ちゃんの身
体計測、育児についての助言などを行っています。

産後ケア事業
	 問い合わせ：勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）
	 TEL：42-1502	　IP 電話：050-3438-7148

　県内委託医療機関において、無料で乳児健診が受けられます。お子さんの
１歳のお誕生日までにお使いください。全２枚。（住民課窓口）
※勝浦町に住民登録がある方で、里帰り等で県外にて乳児一般健康診査を受
診される場合や、住所の異動がある場合は勝浦町子育て世代包括支援セン
ター（福祉課）までお問い合わせください。

乳児一般健康診査受診票の交付
	 問い合わせ：住民課　TEL：42-1501　IP 電話：050-3438-7148

　主に生後２か月から７か月までのお子さんを対象に月１回、小児科医によ
る診察や保健師による身体測定・乳児相談・栄養士による栄養相談を実施し
ています。また、股関節脱臼検診、離乳食講習会など、月によって内容が異
なります。健診の日程と対象児については広報かつうらをご確認ください。

乳児健診・乳児相談
	 問い合わせ：勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）
	 TEL：42-1502　	IP 電話：050-3438-7148

　お子さんの身体や心の発達、発育状況を確認し、健やかな成長発達、健康
の保持増進をはかるために実施しています。お子さんの発育の様子がわかる
大切な機会です。ぜひ受けましょう。１歳６か月児健診及び 3歳児健診に
ついては対象のお子さんに事前に問診票等をお送りしています。
　また、育児の悩みや心配事があれば、お気軽に保健師にご相談ください。
　健診の日程と対象児については広報かつうらをご確認ください。

1 歳児・１歳６か月児・２歳児・３歳児健診について
	 問い合わせ：勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）
	 TEL：42-1502	　IP 電話：050-3438-7148

定期予防接種について	 問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 　　　　　　IP 電話：050-3438-7148

予防接種名 対　　　象　　　者 接種回数

ロタウイルス感染症 １価ワクチン：出生24週０日後までの方
５価ワクチン：出生32週０日後までの方

１価ワクチン：２回
５価ワクチン：３回

Ｂ型肝炎 １歳に至るまでの間にある方 ３回
Ｈｉｂ感染症 生後２か月から生後60か月（５歳）に至るまでの

間にある方
※接種開始時の月齢によって接種回数は違います。

４回
小児の肺炎球菌
感染症 ４回

四種混合 生後３か月から生後90か月（７歳半）に至るまで
の間にある方 ４回

ＢＣＧ １歳に至るまでの間にある方 １回

ＭＲ
（麻しん風しん混合）

第１期 生後12か月から生後24か月に至るまでの
間にある方 １回

第２期 年長児童（小学校就学前の１年間） １回
水痘（水ぼうそう） 生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある方 ２回

日本脳炎

第１期 生後６か月から生後90か月に至るまでの
間にある方 ３回

第２期 ９歳以上13歳未満の方 １回

特例
対象者

（第１期）第２期

平成７年４月２日から平成19年４月１日
生まれの方（期限は第１期、第２期とも
に20歳未満の方）

第１期３回
第２期１回

ジフテリア・破傷風
二種混合（ＤＴ） 第２期 11歳以上13歳未満の方 １回

　赤ちゃんが生まれたご家庭に保健師が訪問します。育児のこと、産後の身
体や授乳のこと、何でもご相談ください。赤ちゃんの体重測定や予防接種の
説明等も行います。

こんにちは赤ちゃん事業
	 問い合わせ：勝浦町子育て世代包括支援センター（福祉課）
	 TEL：42-1502	　IP 電話：050-3438-7148
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・接種費用は無料です。
・予診票等の関係書類については、こんにちは赤ちゃん事業時にお渡しして
います。
・転入および予診票を紛失された方は、予診票をお渡ししますので母子健康
手帳をご持参の上、福祉課までおこしください。

予防接種できる医療機関ガイド

♥勝浦町以外（小松島市）での医療機関
桂医院　　　　　　　　　　　　　　　　　赤岩病院
碩心館病院　　　　　　　　　　　　　　　谷医院
南徳島クリニック　　　　　　　　　　　　宮本小児科
徳島赤十字ひのみね総合療育センター　　　ふじの小児科クリニック
徳島ロイヤル病院　　　　　　　　　　　　徳島赤十字病院
小松島金磯病院

　予防接種は、広域医療機関で実施しています。上記以外の医療機関につい
ては福祉課にお問い合わせください。

医療機関 電話番号 ＩＰ電話
国民健康保険勝浦病院

（予約受付：平日午後３時から５時
の間にお電話ください。）

0885-42-2555 050-3438-7441

医療機関一覧

　かかりつけ医をもちましょう。
　「かかりつけ医」をお持ちですと、日頃からお子さんの症状を把握してお
られるので、急病のときに心強い味方になります。
　診療時間内にかかりつけ医に早め早めの受診を心がけましょう。
　夜間休日の医療体制（受入日や時間帯等）については、県ホームページ「医
療とくしま」でご確認ください。勝浦町は、徳島赤十字病院が拠点病院とし
て対応しています。
　徳島新聞や広報かつうらにて休日・夜間救急当番についてお知らせしてい
ます。
※受診される場合は事前に医療機関へ確認してください。

小児救急医療体制

　夜間の急な病気やけが等の対処方法等について、すぐに医療機関を受診し
た方がよいのか、様子をみても大丈夫なのか、看護師や医師に電話でアドバ
イスが受けられます。（ただし、相談はあくまでも助言であり、電話による
診断・治療はできません。）

徳島こども医療電話相談（＃8000）・徳島救急医療電話相談（＃7119）

徳島こども医療電話相談
月曜日から土曜日　　　：18時から翌朝８時まで
日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）
　　　　　　　　　　　：24時間対応
携帯電話・プッシュ回線：局番なしの＃8000
＃8000を利用できない場合：088-621-2365

徳島救急医療電話相談
※15歳以上の方の相談はこちらへ
月曜日から土曜日　　　：18時から翌朝８時まで
日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）
　　　　　　　　　　　：24時間対応
携帯電話・プッシュ回線：局番なしの＃7119
＃7119を利用できない場合：088-622-6530

相談機関

予防接種名 対　　　象　　　者 接種回数

ヒトパピローマ
ウイルス感染症

（子宮頸がん予防ワクチン）

定　期 小学校６年生から高校１年生相当の女子

３回キャッチ
アップ

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を
逃した平成９年４月２日から平成18年４
月１日生まれの女子は、令和４年４月１
日から令和７年３月31日までの３年間、
従来の定期接種の対象年齢を超えて接種
を受けることができます。

令和４年４月１日現在
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♥マタニティーマークについて
　妊婦さんが交通機関等を利用する際に身につけ、周
囲に妊婦であることを示しやすくするためのものです。
通勤や、健康診査等の通院などにお役立てください。

♥国民健康保険勝浦病院　勝浦町大字棚野字鴻畑 13番地 2
　　　　　　　　　　　　TEL  ：0885-42-2555
　　　　　　　　　　　　IP電話 ：050-3438-7441

勝浦町の医療機関

外来診療一覧表 令和５年２月現在
診　療　科 月 火 水 木 金 受付時間

内科
（予約できます。平日午
後３時～５時の間にお
電話ください。）

午前
１診 ○ ○ ○ ○ ○

11時30分まで２診 ○ ○ ○ ー ー
３診 ○ ○ ー ー ー

午後
１診 ○ ○ ○ ○ ○

４時30分まで２診 ○ ○ ○ ○ ○
３診 ー ○※ ー ー ー

外科 午前 ○ ー ○ ー ○ 11時30分まで
午後 ○ ○ ○ ○ ○ ４時30分まで

整形外科
（お早めの予約を）

午前 ー ○ ー ○ ー 11時30分まで午後 ー ー ー ー ー

小児科 午前 ー ー ー ○ ー 11時30分まで
午後 ー ー ー ○ ー ２時30分まで

リハビリ 午前 ○ ○ ○ ○ ○ 11時まで
午後 ○ ○ ○ ○ ○ ４時まで

※４週のみ

☆ 受付開始は午前７時からですが、急患の場合はこの限りではありません。
☆診察時間　午前：９時から
　　　　　　※整形外科は、火曜日は午前 10時から
　　　　　　　　　　　　　木曜日は午前９時 30分からです。
　　　　　　午後：１時 30分から
　　　　　　※リハビリは、午後１時から

ママが使うと安心情報

♥パーキングパーミット制度について
　出産予定日の７か月前から産後１年有効期間と
して、パーキングパーミット（身体障がい者等用
駐車場利用証）の交付を受けることができます。
対象となる方が同乗している場合も利用可能です。
　利用できる駐車場には、ステッカーや看板等により案内表示がして
あります。
問い合わせ・申請窓口

申請窓口 所　在　地 電話番号
県庁障がい福祉課 徳島市万代町1-1 088-621-2238
県東部保健福祉局（徳島） 徳島市新蔵町1-67 088-626-8715
県南部総合県民局（美波） 美波町奥河内字弁才天17-1 0884-74-7369
県南部総合県民局
保健福祉環境部（阿南）

阿南市領家町野神319
（阿南保健所） 0884-28-9867

県西部総合県民局（三好） 三好市池田町マチ2415 0883-76-0482
県西部総合県民局（美馬） 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73 0883-53-2060
県障がい者相談支援センター 徳島市南矢三町2-1-59 088-631-8711

♥大井歯科クリニック　TEL  ：0885-42-4475
　　　　　　　　　　　IP電話 ：050-3438-8960
♥中田歯科医院　　　　TEL  ：0885-42-2075
　　　　　　　　　　　FAX  ：0885-42-4346

勝浦町の歯科医院
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　未就園児の子育て支援を勝浦みかん保育園内で子育てサロンこあら組とし
て行っています。

勝浦町子育て支援センター	 TEL：0885-42-2246
（子育てサロンこあら組）勝浦みかん保育園	IP 電話：050-3438-9653

○利用料：無料　　○利用予約：不要
水曜日にイベントを行っています。子育て相談も行って
います。詳しくは「広報かつうら」に毎月掲載していま
すので、ご覧ください。

利用の仕方

水曜日　午前 10時から午前 11時 30分まで（行事）
平　日　午前９時 30分から 11時 30分まで
　　　　午後１時から４時まで

利用時間

平　日　午前８時 30分から午後５時 30分まで
　　　　（来園、電話共可）

育児相談

土曜日、日曜日、祝日、保育園休園日休日

※行事および休園日については、勝浦みかん保育園までお問い合わせくだ
さい。

勝浦町子育て交流支援センター（こどものひろば）
	 勝浦町大字沼江字一楽 39番地　TEL：0885-44-2026
	 IP 電話：050-3438-9813

　子育て中の親子が一緒に安心して遊べる施設です。子ども用の遊具やおも
ちゃも用意しています。同世代のお子さんをもつお母さん、お父さんの交流
の場にもなっています。

○利用料：無料　　○利用予約：不要
金曜日に子育てサークル「はぐくみクラブ」でイベント
を行っています。子どもの成長で分からないことや、子
育てで悩んでいることも相談できます。詳しくは「広報
かつうら」に毎月掲載していますので、ご覧ください。

利用の仕方

午前 9時 30分から午後５時まで利用時間

月曜日、水曜日、祝日、12月 29日から１月３日まで休館日

子育て支援事業
保育園入園手続きについて	 問い合わせ：福祉課　TEL:42-1502
	 　　　　　　IP 電話：050-3438-7148

新年度の４月１日に入園希望児童の申込受付期間は、前
年の 12月初旬から中旬頃です。年度途中の入園希望児
童の申込は福祉課で随時受付しております。

入園の受付

♥３～５歳児及び市区町村民税非課税世帯の０～２歳児の保育料について
　幼児教育・保育無償化により、保育料は無料となります。
♥２歳児の保育料について
　勝浦町の単独事業により、保育料は無料となります。

保育料の負担軽減について

　子育てに応援をしてほしい人（依頼会員）と子育ての応援をしたい人（提供
会員）が、会員となって一時的な子どもの預かりなどの援助活動をする組織です。
※利用するにはセンターへの会員登録（無料）が必要です。会員登録には条
件があります。また、提供会員には登録講習会があります。詳しくは福祉
課又は徳島ファミリー・サポートセンターへお問い合わせください。
♥援助活動の例　保育園等への送迎、登園前・降園後の子どもの預かり、病

児・病後児預かりなど。

ファミリー・サポートセンター事業

通常のサポート
月～金曜日（７：00～ 21：00）

子ども１人あたり　１時間 700円
土・日・祝日及び年末年始並びに上記以外の時間

１時間 800円
病児・病後児預かりのサポート
月～金曜日（７：00～ 21：00）

子ども１人あたり　１時間 800円
土・日・祝日及び年末年始並びに上記以外の時間

１時間 900円

利用料金
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子育て短期支援事業	 問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 　　　　　　IP 電話：050-3438-7148

♥ショートステイ　児童の養育が保護者の疾病・出産・看護・事故・災害な
どで困難になった場合、児童を福祉施設で一時的に養育
します。ただし、利用日数に限度があります。

徳島赤十字乳児院実施施設

２歳未満　１日  ２,360 円／２歳以上　１日  1,840 円利用料金

福祉課
※所得等により利用料金は異なります。
※施設等の状況によりお預かりできないことがあります。

申請先

♥夜間養護事業（トワイライト）・休日預かり事業
　保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭
において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合におい
て、その児童を児童福祉施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を
行います。

宝田寮実施施設

日額 1,350 円利用料金

福祉課
※所得等により利用料金は異なります。
※施設等の状況によりお預かりできないことがあります。

申請先

通常のサポート
おおむね生後６か月～小学校修了まで
病児・病後児預かりのサポート
満１歳～ 12歳　小学６年生までのお子さんが対象です

利用者

徳島ファミリー・サポートセンター
TEL：088-611-1551

福祉課　TEL：0885-42-1502
IP電話：050-3438-7148

問い合わせ

　お子さんが病気、または病気の回復期のため保育園や幼稚園、学校に登園・
登校できないときに、お父さん・お母さんが安心して働くことができるよう
に看護師や保育士が医師の指導のもと、看護保育を行う専用の施設です。
♥病児保育の利用について

病児保育事業

０歳～小学校６年生まで（実施施設により異なります）対象年齢

日額 1,800 円（市町村民税均等割のみ課税の世帯は日
額 900 円、生活保護世帯・市町村税非課税世帯は日額
０円）

利用料金

前日または当日予約の上、実施施設にお申し込みくださ
い。登録申込書、利用申請書等に記入が必要です。

申込方法

施設名 住　　所 電話番号
愛育小児科 徳島市国府町桜間字登々路8-1 088-635-2299
ふじおか小児
クリニック 徳島市昭和町8-70-3 088-622-0012

田山チャイルド
クリニック 徳島市北矢三町3-3-41 088-633-2055

えもとこども
クリニック 徳島市北沖洲3-1-24 088-664-8580

ひなたクリニック 徳島市応仁町古川字戎子野81-4 088-678-5461
末広ひなた
クリニック 徳島市末広2-1-111 088-624-8660

徳島赤十字乳児院 小松島市中田町字新開2-2 0885-32-0555

北島こども
クリニック 板野郡北島町中村字東堤ノ内19-1

088-697-2281
（8:00～9:00）
088-697-2221
（9:00～）

富本小児科内科 板野郡藍住町東中富字東傍示11-4 088-678-2111

　お住まいの市町村に関係なく、次のどの施設でも利用することができます。
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障がいのある子どもの支援

♥自立支援医療（育成医療）
　18歳未満の身体障がいのある児童で、手術や治療により障がいが軽減す
る効果が期待できる方に対して、医療費が支給される制度です。
　原則、医療費の負担額が１割になり、所得に応じて負担限度額が設定され
ます。（所得制限あり）
♥重度心身障がい者等医療費助成制度
　重度の障がいのある方に対して、医療費の一部を助成する制度です。次の
ような方が該当します。
①身体障害者手帳１級、２級をお持ちの方
②療育手帳Aをお持ちの方
③重複障がいの方（身体障害者手帳３級、４級かつ療育手帳 Bの方）
※次のような場合制度を受けられません。
　　・本人、または扶養義務者の所得が一定以上ある場合

医療・補装具	 問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 IP 電話：050-3438-7148

●心身障がい児の福祉サービス

♥身体障害者手帳
　視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、
じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能及び
肝臓機能に障がいのある方に交付される手帳です。
♥療育手帳
　徳島県中央こども女性相談センター（18歳未満の人）または徳島県障が
い者相談支援センター（18歳以上の人）において、知的障がいがあると判
定された方に交付される手帳です。
♥精神障害者保健福祉手帳
　精神障がい者に対して、各方面の協力により各種の支援策を講じやすくし、
精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的に
交付される手帳です。

手帳について　　※各種福祉サービスを受けるために必要となります。

　保護者が共働きなどにより、放課後に小学生のお子さんが集団で安心して
過ごす場を提供し、その健全な育成を図る施設です。
　詳しくは、各学童クラブへお問い合わせください。

学童クラブ

施設名 住　　所 電話番号
たけのこクラブ 勝浦町大字三溪字上川原13番地２ 0885-42-2055
ちゃいるどクラブ 勝浦町大字中角字豊田１番地1 0885-42-3884

　勝浦町内の保育園・小学校・中学校の制服で、子どもが成長しサイズが合
わなくなったものや捨てるにはもったいない制服などを受け取りし、勝浦町
内の各学校に在籍されているご家庭にお譲りしています。ご希望の方、ご質
問、高校の制服等に関してはお問い合わせください。

制服のリユース

勝浦町社会福祉協議会
TEL：42-4652　IP：050-3438-9678

問い合わせ
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○障がい児通所サービス
♥児童発達支援
　在宅で生活されている障がいのある、またはその疑いがある未就学児に
対して、日常生活での基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への
適応訓練などの必要な支援が受けられるサービスです。世帯の所得に応じ
て負担上限額が設定されます。
♥放課後等デイサービス
　学校に就学している障がいのある児童に対して、授業の終了後や休業日
に生活能力の向上のために必要な訓練を受けられるサービスです。世帯の
所得に応じて負担上限額が設定されます。
※事業所の無料送迎サービスが利用できない場合
（自宅から通所している事業所の所在地までの道のりで、一般に利用し
うる最短経路とし、片道分の距離（１km未満切捨）に応じ、１km当
たり 30円を乗じて得た額に、事業所へ通所した回数を乗じて得た額を
助成します。）
♥保育所等訪問支援
　障がいのある児童が集団生活に適応するための支援として、専門職員が
保育所等を訪問し、児童への直接支援や訪問先施設の職員への技術的な助
言等を行うサービスです。世帯の所得に応じて、負担上限額が設定されます。
※就学前（３歳から５歳まで）の障がいのある児童のためのサービスにつ
いては、利用者負担が無料となります。詳しくは福祉課にお問い合わせ
ください。

障がい児の通所支援などのサービス
	 問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 IP 電話：050-3438-7148

　　・障がい認定が上記の等級から外れた場合
♥補装具費（購入・修理）の支給
　身体障がいのある児童に対して、補装具（車いすや補聴器など）の費用を
支給します。原則、自己負担分は補装具費の１割になります。（世帯の所得
に応じて月額負担上限額が設定されます。）

身体障害者手帳をお持ちの児童利用者

　おおむね３歳以上 20歳未満の在宅で生活されている重度障がいがあり、
常時介護が必要と政令で定められた方に対して支給される手当です。次のよ
うな障がいがある児童が該当します。
　①重度の身体障がい
　②重度の知的障がい（療育手帳A1に相当）
　③精神障がいや内部障がいで前記と同程度級の障がいのある方
　※ただし、次のような場合は受給できません。
　　 ・本人が施設に入所している場合
　　 ・本人と扶養している方の所得が一定以上ある場合
　２、５、８、11月に上記の手当を３ヶ月まとめて本人に口座振込で支給
されます。
　ただし、年度によって手当額は変わります。手当月額 14,850 円（令和
４年 4月１日現在）

障害児福祉手当	 問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 IP 電話：050-3438-7148

○障がい福祉サービス
♥短期入所（ショートステイ）
　在宅で生活している 18歳未満の児童が何らかの理由で、家庭において
一時的に介護が受けられなくなった場合、施設に短期入所し、食事や入浴、
排泄等の日常生活上の支援を受けることができます。
　なお、世帯の所得に応じて負担上限額が設定されています。
♥移動支援事業
　視覚障がい児、全身性障がい児、知的障がい児、精神障がい児で屋外
での移動に困難がある住宅で生活している 18歳未満の障がい児について、
社会参加のために必要な外出の支援を受けることができます。
　世帯の所得に応じて利用できるサービスの基準額の一割を負担すること
になります。
♥日中一時支援
　在宅で生活している 18歳未満の児童について、日中に監護できる人が
いない場合に施設などで活動の場を提供し、社会に適応するための日常訓
練などの支援を受けることができます。
　世帯の所得に応じて利用できるサービスの基準額の一割を負担すること
になります。
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　身体または精神に障がいのある 20歳未満の方を養育している父母もしく
は養育者の方に対して、養育と福祉の増進を目的として支給される手当です。
　１級　52,400 円　　２級　34,900 円
※障がい等級は医師の診断書により判断されますので、障害者手帳の等級
とは異なります。
※手当の月額は年度により変わることがあります。（令和４年４月１日現
在）
※４月、８月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
　ただし、次のような場合は受給できません。
①手当を受けようとする人又は児童が日本にいない時
②本人が児童福祉施設（母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く）に
入所している時
③本人が障がいを受給事由として公的年金を受け取ることができる時
④受給者や受給者と同居の扶養義務者の所得が一定の金額を超える時

特別児童扶養手当	 問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 IP 電話：050-3438-7148

♥指定相談事業者へ委託し、相談支援事業を行っています。地域で暮らして
いく上での困りごとやサービスの利用の仕方など、何でもご相談ください。

相談窓口など	 問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 IP 電話：050-3438-7148

（令和５年３月 31日現在）
㈳柏涛会　一般・特定・障がい児相談支援事業 こなん
TEL：0884-42-0999　FAX：0884-42-2839
月～金曜日　８時 30分～ 16時 30分

相談先

♥勝浦町手をつなぐ育成会では、「おしゃべり会」を開催しております。子
育ての話、学校の話、療育の話、病院の話など日頃の悩みをアットホーム
な雰囲気で情報交換できますので、お気軽にお越しください。
※参加希望される場合は、開催日の前日までに手をつなぐ育成会事務局ま
で申し込みしてください。

２か月に１回（土曜日）開催日

勝浦町子育て交流支援センター（内容によって変更あり）場所

勝浦町社会福祉協議会　勝浦町手をつなぐ育成会事務局
TEL：0885-42-4652

問い合わせ
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対象児童数 全部支給のとき 一部支給のとき
１人目 44,140円 44,130～10,410円
２人目 10,420円を加算 10,410～5,210円を加算

３人目以降 １人につき6,250円を加算 １人につき6,240～3,130円を加算

※児童扶養手当より月額の大きい年金を受けている方や、事実婚状態
にある方は受給できない等、手当を受けるためには条件があります。
詳しくは福祉課へお問い合わせください。

ひとり親家庭の支援

　父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育し
ている方が認定請求できます。手当は児童が 18歳に達する年度末（政令で
定める障がいがある児童は 20歳）まで支給されます。※申請が必要です。
♥手当を受けられる方
　日本国内にお住まいで、次のような児童（手当の対象となる児童）を監護
している母、監護し生計を維持している父、養育している祖父母、おじ、お
ば、兄弟その他の方です。
♥対象となる児童
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障がいのある児童
・父または母が生死不明な児童
・父または母が１年以上遺棄している児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が１年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
♥手当月額（令和５年４月１日現在）
　受給資格者やその扶養義務者の所得によって、手当額が変動します。

児童扶養手当	 申請・問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 IP 電話　050-3438-7148 　ひとり親世帯の親または子どもが入院した場合、入院医療費（保険適用分）

について、自己負担分が助成されます。児童が 18歳に達する年度末まで助
成されます。また、父母が婚姻した時や当該者や扶養義務者の所得が一定以
上になった時には助成が受けられなくなります。
※申請が必要です。

ひとり親家庭等医療費助成制度
	 申請・問い合わせ：福祉課　TEL：42-1502
	 IP 電話：050-3438-7148

その他のサービス・貸付金等

♥ひとり親家庭等日常生活支援事業（家庭生活支援員の派遣）
　一時的な病気などで介護する人がいないときや、就職活動などの自立促進
に必要な事由により日常生活にお困りの時、またひとり親家庭等となって間
もなく日常生活を営むのに支障が生じている間、一時的に育児や食事のお世
話等をお手伝いする家庭生活支援員を派遣します。希望する場合は、登録が
必要です。
※一定以上の所得がある世帯は費用負担があります。

福祉課　TEL：42-1502　IP電話：050-3438-7148問い合わせ

♥ひとり親家庭ホームフレンド派遣事業
　ひとり親家庭の児童（小学生～ 18歳の年度末まで）のうち、話し相手、
相談相手、遊び相手、簡単な生活指導や学習指導等を必要としている児童に
対して児童訪問援助員（ホームフレンド）を派遣します。
　希望する場合は、登録申請及び面談が必要です。

福祉課　TEL：42-1502　IP電話：050-3438-7148問い合わせ

♥母子父子寡婦福祉資金貸付金
　母子家庭・父子家庭・寡婦の生活の安定と、その子どもの福祉の向上をは
かるために、各種の貸付があります。
　例）修学資金・技能習得資金　など

福祉課　TEL：42-1502　IP電話：050-3438-7148問い合わせ
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町役場

♥ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
　ひとり親家庭の親の自立の促進を図るため、高等職業訓練促進給付金を活
用して養成機関に在学し、就職に有利な資格を取得し、当該資格が必要な業
務に従事しようとするひとり親家庭の親に対し、資金を貸し付けるものです。

福祉課　TEL：42-1502　IP 電話：050-3438-7148問い合わせ

♥母子会（勝浦町母子寡婦福祉会）
　「子育てと生活の担い手という二重の役割をひとりで担わなければならな
い」という同じ立場の人たちが集まり、励ましあって親睦と生活の向上をは
かるための自主的な団体です。勝浦町に居住する母子家庭及び寡婦が主体と
なり生活・育児・就職相談や、会員の教養を高めるための講座、研修等を開
催しています。
※母子会費（年）1, 000 円（令和４年度現在）

勝浦町母子寡婦福祉会事務局（勝浦町社会福祉協議会内）
TEL：42-4652

問い合わせ

♥母子世帯小口資金貸付金（母子世帯の方が対象）
　母子世帯の方が、少額の資金を急いで必要とするとき必要な資金を借りる
ことができます。

勝浦町母子寡婦福祉会事務局（勝浦町社会福祉協議会内）
TEL：42-4652

問い合わせ

子どもに関する手当・助成のまとめ
分類 名　称 内　　　容 問い合わせ

医
療
費
の
給
付
・
助
成

出産育児一時金
（５ページ）

社会保険や国民健康保険の被保険者又は被扶
養者の方が出産した場合、子ども１人につき
50万円が受けられる制度です。ただし、「産
科医療補償制度」の対象にならない出産は
48万 8,000 円となります。出産育児一時金
の請求と受け取りを、妊婦に代わって医療機
関が行う「直接支払制度」を利用するか、加
入している医療保険に直接請求するか選択で
きます。

加入の保険者

子どもはぐくみ
医療費助成
（６ページ）

高等学校修了（18歳に達する日以降の最初
の３月 31日）までの子どもの医療費を保険
適用範囲内において助成します。入院時の食
事療養費（７歳まで）も申請することにより
助成されます。

福祉課
TEL：0885-42-1502
IP電話：050-3438-7148

自立支援医療
（育成医療）
（18ページ）

身体の機能に障がいのある児童（18歳未満）、
または放置しておくと将来生活に支障をきた
すおそれのある疾病にかかっている児童を対
象に、手術などにより、障がいの治癒軽減を
図るために必要な医療を指定医療機関で受け
る場合にその治療にかかった医療費の一部を
助成します。

〃

重度心身障がい者
医療費助成
（18ページ）

重度の身体障がい、知的障がいをお持ちの方
の医療費を保険適用範囲内において助成しま
す。

〃

ひとり親家庭等
医療費助成
（24ページ）

ひとり親家庭等の親または子どもが入院した
場合の医療費を保険適用範囲内において助成
します。

〃

養育医療給付
出生体重が 2,000g 以下、または身体の発達
が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定され
た医療機関に入院した場合、医療費の自己負
担分を公費で負担する制度です。

〃

小児慢性特定疾患
医療給付

県内に住所のある 18 歳未満のお子さんで、
厚生労働大臣が認める慢性疾患及び、該当疾
患の状態の程度に該当する場合等、その治療
にかかる入院または通院治療にかかった費用
（保険適用分）の一部を公費で助成する制度
です。ただし、所得に応じて一部自己負担額
があります。

〃
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分類 名　称 内　　　容 問い合わせ

手
当

出産祝金
（４ページ）

町内に住所を有している方が出産し、引き続
き町内に居住する意志のある場合支給されま
す。

福祉課
TEL：0885-42-1502
IP電話：050-3438-7148

児童手当
（７ページ）

中学校修了（15歳に達する日以降の最初の
３月 31日）までの子どもを養育する保護者
に支給されます。

〃

障害児福祉手当
（20ページ）

20歳未満の在宅重度障がい児で、日常生活
において常時介護を必要とする障がいのある
児童に支給されます。

〃

特別児童扶養手当
（21ページ）

政令で定める程度の障がいをお持ちのお子さ
んを扶養する方に支給される手当です。 〃

児童扶養手当
（23ページ）

父母の離婚等でひとり親になった母子家庭の
母、父子家庭の父、または父母のいない児童
を養育する保護者に支給されます。

〃

貸
付
金

生活福祉資金制度
低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯等
に対し、資金貸付と相談・支援を行うことに
より、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参
加の促進を図ることを目的とした制度です。

〃

母子父子寡婦福祉
資金
（24ページ）

母子家庭・父子家庭・寡婦の生活安定とその
子どもの福祉の向上をはかるために、各種の
貸付をおこなっています。

〃

ひとり親家庭高等
職業訓練促進資金
貸付事業
（25ページ）

ひとり親家庭の親の自立の促進を図るため、
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関
に在学し、就職に有利な資格を取得し、当該
資格が必要な業務に従事しようとするひとり
親家庭の親に対し、資金を貸し付けるもので
す。

〃

母子世帯小口資金
貸付金
（25ページ）

母子世帯の方が、少額の資金を急いで必要と
するとき必要な資金を借りることができます。

勝浦町母子寡婦福祉
会事務局（勝浦町社
会福祉協議会内）
TEL：0885-42-4652
IP電話：050-3438-8457

勝浦町立小・中学校について

♥小学校　入学年の４月１日現在で満６歳となっており、かつ、勝浦町の住
民基本台帳に記録されている児童

♥中学校　入学年の４月１日現在で満 12歳となっており、かつ、勝浦町の
住民基本台帳に記録されている児童

新入学該当者とは

●入学について	 問い合わせ：勝浦町教育委員会　TEL：42-2515
	 IP 電話：050-3438-7148

　学校教育法施行令第５条第２項に「市町村教育委員会は、町内に２校以上
の学校がある場合は、どこの学校に入学するかを指定しなければならない」
という規定により、あらかじめ通学区域を設定して、お住まいの住所により
就学すべき学校を指定いたします。

学校指定とは

　１月中旬に、入学通知書と了知書を送付します。入学通知書は大切に保管
し、了知書は必要事項を記入の上、教育委員会に提出ください。

新入学の案内と手続きとは

　12月中旬以降に転入した場合は、入学通知書交付の受付を行いますので、
住民票を異動したあと、教育委員会までお越しください。

新入学該当者が町外から転入した場合は

　了知書を提出前に町外への転出が決まっている場合は、その旨を届出いた
だく必要がありますので、印鑑をご持参のうえ、教育委員会までお越しくだ
さい。了知書を提出した後に町外への転出が決まった場合も同様に教育委員
会に転出する旨を届出てください。
　入学手続きは市町村によって異なりますので、転入先での入学手続きにつ
いては転入先の市町村にお問い合わせください。

町外に転出する場合は
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　教育委員会が指定した就学指定学校を変更することが認められる場合があ
ります。詳しくは、教育委員会にお問い合わせください。

就学指定学校を変更する場合は

　国立・県立・私立学校に入学する場合は、教育委員会へ届出ください。そ
の際、入学許可証の写し等の確認書類と印鑑をご持参ください。

国立・県立・私立学校に入学する場合は

　住民課で「転入届」「転居届」を提出し、住民登録の手続きを行ったあと、
教育委員会へお越しください。教育委員会で転入学通知書を発行し、保護者
と転入先の学校へ通知します。転校前の学校で交付された「在学証明書」と
「教科用図書給与証明書」を新しい学校へ持参してください。

転入学するときは

●転入学について	 問い合わせ：勝浦町教育委員会　TEL：42-2515
	 IP 電話：050-3438-7148　

　通学している学校に転居を申し出て、「在学証明書」と「教科用図書給与
証明書」の交付を受けてください。
　住民課へ「転出届」を提出し、「転出証明書」の交付を受けてください。
教育委員会での手続きは必要ありません。
　転入する市町村の住民課に「転出届」を提出し、住民登録をしてください。
「転入学通知書」の発行については、市町村によって発行する課が異なりま
すので、転入する市町村にお問い合わせください。
　転校前の学校で交付された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を
新しい学校へ持参してください。

町外へ転出するときは

小・中学校の就学援助について

　勝浦町では、お子さまが小・中学校へ就学するうえで、経済的な理由によ
り就学困難な児童生徒の保護者の方に対して、学用品費・給食費・修学旅行
費などの援助を行っています。
　この制度を希望される方は、勝浦町教育委員会または各学校に「就学援助
費受給申請書」がございますので、必要事項を記入・押印のうえ、該当理由
を証明する書類を添付いただき、勝浦町教育委員会へ提出してください。教
育委員会において審査のうえ、結果をお知らせします。
　なお、この制度は毎年度申し込みが必要です。
◎対象者
　勝浦町立の小中学校に在籍している児童生徒の保護者で、次の要件を満た
していると認められた方です。
　なお、町外より勝浦町立の小中学校へ通学されている場合、または、町外
の小中学校へ通学されている場合は、一部の援助費が対象外となります。対
象外の援助費については、お住まいの自治体の教育委員会にご相談ください。
〈援助を受けることができる方〉
（１）生活保護を受けている方
（２）次のいずれかに該当する方
　前年度又は当該年度に
①生活保護が停止又は廃止されている
②町民税の減免を受けている
③町民税が非課税となっている（※非課税世帯）
④国民健康保険税の減免を受けている
⑤国民年金掛金の減免を受けている
（※世帯に国民年金以外の年金対象者の方がいる場合等は、この理由
での申請はできません。）
⑥児童扶養手当の支給を受けている（※児童手当ではありません）
⑦保護者の職業が不安定で、経済的に困難であると認められる

◎受給者の決定
　教育委員会において資格の有無を審査し、受給の認定を行います。

就学援助制度とは
	 問い合わせ：勝浦町教育委員会　TEL:0885-42-2515
	 IP 電話：050-3438-7148
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　２月中に申請された新入学児童生徒学用品費は、３月上旬に決定し年度内
に支給します。
　年度当初に申請された場合は、６月下旬ごろ審査結果をお知らせします。
年度の途中でも申請を受け付けておりますので、その場合は随時結果をお知
らせします。
◎申請の受付時期
認定 学年 申請受付時期 認定月日（援助開始日）

当初認定

在学中の
児童生徒

毎年 土・日を除く４月１日
から５月 20日まで ４月１日

新１年生

２月１日から５月 20日まで
入学前申請は前年度２月頃に
申請書を送付します。
入学後申請は５月 20日頃ま
で受付します。

４月１日
（２月中に申請の新入学児童生徒
学用品費については３月１日）

追加認定 すべての
学年

原則として随時受付
年度途中認定のため、援助費
の減額等があることをあらか
じめご了承ください。

原則　申請日の翌月１日

◎就学援助費の内容（令和４年４月１日）
区　　分 小学校 中学校 備　考

学用品費 11,630円 22,730円 年額
通学用品費
（第１学年を除く） 2,270円 2,270円 年額

新入学児童生徒
学用品費 51,060円 60,000円 ４月１日以前、認定の新１年生に限る

修学旅行費 実費 実費
修学旅行実施前までに認定された方
※交通費、宿泊費、見学料等均一に負担すべき
経費

校外活動費 1,600円 2,310円 校外活動実施前までに認定された方
※交通費及び見学料等

学校給食費 300円×
給食回数

330円×
給食回数 勝浦町立小中学校の児童生徒のみ対象

医療費 特定の疾病の治療のための医療に要する経費
勝浦町立小中学校の児童生徒のみ対象

※ 援助費の費目に係る学校徴収金等は、一度当該学校に全てお支払いくださ
い。
その後、認定者（保護者）へ支給します。

◎援助費の支給方法と時期
　就学援助費の支給方法は、教育委員会が認定者（保護者）の口座へ振り込
みます。
　振込時期は、８月・１２月・３月の年３回（新１年生で２月中に申請の新
入学児童生徒学用品費については入学前の３月）を予定しています。
　追加認定者の場合も同時期です。（※なお援助費額は、認定月日により異
なります。）
◎お願い
　就学援助費の受給中に、経済状態が良くなったり、生活状態が申請時と大
きく変わるなどの理由により、就学援助を受ける必要がなくなった時は、す
みやかにお申し出ください。
　また、受給要件を満たしていないことが判明した場合は、その支給を停止
し、その認定を取消しします。また場合によってはさかのぼって就学援助費
を返還していただきますので、あらかじめご了承ください。

勝浦町立小・中学校一覧
小学校一覧

学校名 所在地 電話番号

生比奈小学校 勝浦町大字中角字豊田１番地1 TEL：0885-42-3004
IP電話：050-3438-8787

横瀬小学校 勝浦町大字三溪字上川原13番地２ TEL：0885-42-2009
IP電話：050-3438-9726

中学校一覧

学校名 所在地 電話番号

勝浦中学校 勝浦町大字久国字久保田45番地１ TEL：0885-42-2591
IP電話：050-3438-7662
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徳島県不妊・不育相談室

・不妊、不育の検査や治療について・各医療機関の紹介
・治療における精神的、身体的な悩みなど
相談は予約制です。相談費用は無料です。

相談内容

電話予約のみ　TEL：088-633-7227
毎週水曜日・金曜日　午前 10時～ 12時
※１日２名まで予約可能です。
※お電話での相談は行っておりません。

予約受付

毎週月曜日・金曜日　午後３時～・午後４時～
毎週水曜日・木曜日　午前 11時～
※相談時間は１組 30～ 60分です。

相談日時

徳島大学病院内　不妊相談室
〒 770-8503　徳島市蔵本町２丁目 50-1
徳島大学ホームページ　https://www.tokushima-hosp.jp

相談先

　早期からの適切な発達支援が行われるよう関係機関と連携し、一貫した支
援体制の整備や関係者の資質の向上を図るなど、お子さんの成長、発達の支
援を行っています。気になることがあれば下記にご相談ください。
♥徳島県発達障がい者総合支援センター（ハナミズキ）
　徳島県では、発達障がい者の日常生活（行動やコミュニケーション等）に
ついての相談支援や発達支援、就労支援（必要に応じて公共職業安定所、地
域障害者職業センター及び障がい者就業、生活支援センター等と連携）、普
及啓発及び研修を行っています。
　また、障がい特性とライフステージに合わせた支援を提携するため、医療、
保健、福祉、教育及び労働等の各関係機関と連携を図ります。

「発達障がい」の相談について

徳島県発達障がい者総合支援センター（ハナミズキ）
〒 773-0015　小松島市中田町新開 2-2
TEL：0885-34-9001

問い合わせ

その他の助成制度・子育て相談 勝浦町子育て支援施設マップ

国民健康保険
勝浦病院 勝浦町大字棚野字鴻畑13番地２ TEL：0885-42-2555

IP電話：050-3438-7441

勝浦町病院連絡先

勝浦みかん保育園 勝浦町大字三溪字上川原28番地１ TEL：0885-42-2246
IP電話：050-3438-9653

勝浦こすもす保育園 勝浦町大字中角字豊田29番地 TEL：0885-42-3077
IP電話：050-3438-7473

横瀬小学校 勝浦町大字三溪字上川原13番地２ TEL：0885-42-2009
IP電話：050-3438-9726

生比奈小学校 勝浦町大字中角字豊田１番地1 TEL：0885-42-3004
IP電話：050-3438-8787

勝浦町保育園・小学校連絡先

勝浦中学校 勝浦町大字久国字久保田45番地１ TEL：0885-42-2591
IP電話：050-3438-7662

勝浦町中学校連絡先

勝浦町子育て交流
支援センター 勝浦町大字沼江字一楽39番地 TEL：0885-44-2026

IP電話：050-3438-9813

勝浦町子育て交流支援センター連絡先

勝浦町図書館 勝浦町大字久国字久保田２番地１ TEL：0885-42-2300

勝浦町図書館連絡先
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かわいい赤ちゃんが健やかに成長されますように…


